
令 和 ２ 年 ８ 月 １ 日 

企画総務部契約検査室 

令和２年度大牟田市認定業者について 

１ 認定業者一覧 

建 設 工 事 業 者 名 

㈱河建 大牟田支店 

㈱九電工 大牟田営業所 

興亜建設工業㈱ 大牟田支店 

㈱サンコービルド 大牟田支店 

瀬口舗道㈱ 大牟田支店 

㈱東和 大牟田事業所 

西日本プラント工業㈱ 大牟田事業所 

三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング㈱ 九州支店  

三井金属エンジニアリング㈱ 九州支店 

三井住建道路㈱ 九州支店大牟田営業所 

 

建設コンサルタント業者名 

㈲永和測量設計 大牟田事務所 

サンクスエンジニアリング㈱ 本社 

 

２ 認定業者の資格要件 

①建設工事 

ア）本市内の支店等に２名以上の技術者を有すること 

イ）競争入札参加資格者登録年数１０年以上有すること 

ウ）従業員数１０名以上（大牟田市在住５名以上）を有すること 

②建設コンサルタント 

ア）本市内の支店等に２名以上の技術者を有すること 

イ）競争入札参加資格者登録年数１０年以上有すること 

ウ）従業員数５名以上（大牟田市在住２名以上）を有すること 

３ その他 

①認定業者とは、市内に支店（支社）を有する業者のうち、一定の要件を満たし、市内業者と同

等の認定を受けた業者をいいます。 

②認定業者の認定を受けると、手持件数について、市内業者と同等の取扱いになります。 

③認定は随時行います。認定を希望する業者は、資格要件を確認できる書類を提出してください。

提出書類の審査及び事業所実態調査により、資格要件の審査後、認定の可否を決定します。 

④認定を受けた業者でも、資格要件を満たさなくなった場合は、認定を取り消します。 


